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           第６回新町まちづくり計画検討小委員会 

                       と き：平成１６年６月１６日（水） 

                       ところ：香住町文化会館 

 

１ 開  会 

２ 委員長挨拶 

３ 会議録署名委員の指名 

４ 議  題 

  協議事項 

   報告第１号     新町まちづくりの基本方針について（その２） 

             ４ 新町の地域構造の形成と地域振興拠点機能強化について 

   協議第６号（継続） 新町のまちづくり施策について 

   協議第７号     公共的施設の統合整備について 

   協議第８号     財政計画について 

５ 閉  会 

 

○藤原事務局長 皆さん、こんにちは。大変お忙しい中、御参集いただきまして誠にあり

がとうございます。 

 それでは、定刻になりましたので、井上委員長の方から会議の開会宣言と御挨拶を頂戴

したいと思います。 

 

○井上（一）委員長 皆さん、こんにちは。 

 本日は大変暑い中御苦労さんです。まちづくり委員会も大分大詰めに迫ってまいりまし

たが、本日もよろしくお願いします。 

 本日は、美方町の水間、朝倉委員、村岡の小谷委員、香住の岡田委員、４名の欠席通知

をいただいておりますが、よろしくお願いします。 

 それでは、規定に基づきまして議長を務めさせていただきます。 

 議事録署名委員の指名につきましては、会議運営規則第４条第２項の規定に基づきまし

て私から指名させていただきます。村岡町、井上源一委員、香住町、伊藤誠委員、よろし

くお願いいたします。 

- 2 - 



 

 次に、議題に入ります。 

 報告第１号、新町まちづくりの基本方針について（その２）、４、新町の地域構造の形成

と地域振興拠点機能強化についてを議題といたします。 

 本件につきましては前回の小委員会で確認の御決定をいただいておりますが、その際、

美方地域の地域振興拠点の文言等で御意見をいただいておりましたので、事務局で検討し、

調整しました内容について説明をさせたいと思います。 

 事務局、お願いします。 

 

○藤原事務局長 それでは１ページをお開きいただきたいと思います。報告第１号という

ことで、新町まちづくりの基本方針について（その２）、４、新町の地域構造の形成と地域

振興拠点機能強化について。新町の地域構造の形成と地域振興拠点機能強化について報告

するということでございます。 

 内容につきましては、ただいま委員長の方から御報告がありましたように、この項の全

体については前回の小委員会で御確認をいただいておるわけでございますけれども、地域

振興拠点の美方地域の文言の内容について、委員さんから主語、述語等と内容の繋がりが、

もうひとつちょっとよくないではないかというような御意見をいただいておりました。そ

ういったことを踏まえまして調整させていただきましたので、その内容につきましては担

当の穴田の方から御説明をさせていただきたいと思います。 

 

○穴田係長 失礼します。 

 では、２ページをご覧いただきたいと思うんですが、２ページの４、新町の地域構造の

形成と地域振興拠点機能強化というところで、一番下の段なんですけども、地域振興拠点、

そして、「美方地域は、結いの精神を育み」というところの次の下線部が修正をさせていた

だいた部分になります。「健康・福祉の郷づくりと都市交流を推進し、農業と畜産業が連携

した安心・安全の地域振興拠点をめざします」ということで修正をさせていただきました。

それと、もう一つ意見いただきまして、上の枠の中なんですけども、連携交流軸の中で、

地域内の連携交流軸の地域内を結ぶ基幹道路ということで、主要地方道の香住村岡線だけ

を上げておりましたが、それと合わせて村岡美方線ということで、下線部、そこを挿入を

させていただいております。 

 以上で修正した箇所について報告させていただきました。 
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○井上（一）委員長 以上で説明が終わりました。 

 ただいまの説明について質疑のある方は挙手をお願いします。なお、発言に際しては町

名、氏名を述べられてから御発言ください。 

 ございませんか。 

 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。直接この項とは関係ないんですけども、関連にな

るわけでございます。実は６月１２日開催されました庁舎等の検討小委員会の中で、財政

計画から見た地域拠点機能強化事業の実現性というものが提示されたわけでございます。 

 この小委員会には、本日お集まりの委員の皆さんすべてが出席されておりません。従い

まして、共通認識をしておきたいと思いますので、４、５点質疑をさせていただきたいと

思います。 

 まず、この美方町の場合、健康増進施設建設事業、これに３億５，０００万円、それか

ら村岡町の特別養護老人ホーム建設事業に５億６，０００万、それから香住町の庁舎建設

事業に１７億等お示しがあったわけですけども、確認事項でございますけれども、まず１

点目、このただいま申し上げました３つの地域拠点機能強化事業、これの事業費の根拠に

ついて再度確認をさせていただきたいと思います。 

 ２つ目です。事業費の算出根拠について、前回説明を受けたわけですけども、もう一つ

理解に苦しむ部分がございました。この事業費の算出根拠につきまして、これが事業費べ

ースなのか、特例債べースなのか、補助残べースなのか、また、その他なのか、どうもど

れにも該当しないような気がするわけですので、この辺の御説明をお願いしたい。 

 それから３つ目でございます。この事業費につきましては、誰がどこで確認をされたも

のなのか。これはよしあしは別問題として、これの確認をさせていただきたい。 

 それから４つ目でございますけれども、これらの事業費の一般財源がどれくらいになる

のかということをお示しいただきたい。 

 ５点目です。最後ですけども、平成１７年から平成２１年の普通建設事業に係る一般財

源が１２日に示されました。また、きょうも参考資料として示されております。この一般

財源を見ますと、５年間で１２億円ということになっておる。いわゆる投資的経費でござ

います。投資的経費の一般財源が１２億円ということになっております。これを単純に５

年で直しますと、単年度２億４，０００万ということになるわけですけども、これに占め
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る地域拠点機能強化事業費に係る一般財源はどれぐらいなのか。すべてこれを単年度単純

平均で２億４，０００万を普通建設事業に回しますと、通常の建設事業に回す分がなくな

ると思いますので、多分この２億４，０００万を拠点施設と、それから通常の普通建設事

業に分けておられると思うわけですけども、また、そうでないかもわかりません。その辺

を教えていただきたい。これがわからないと財政運営が非常に難しいということになると

思います。 

 それと、最後にこの３億５，０００万、５億６，０００万、１７億というものはコンク

リートされたものではない。ただお示しになったということで理解をしてよろしいかどう

かという、以上の確認をさせていただいて、委員の皆さんの共通認識とさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○井上（一）委員長 事務局、よろしくお願いします。 

 

○藤原事務局長 それでは、今、中村委員さんの方からいろいろ御質問があったわけでご

ざいますけれども、実は、本日、参考資料の２ということで財政計画、普通会計の一般財

源ベースのものをつけさせていただいておりますので、その辺の御説明をさせていただい

た後に、御質問にお答えしたいというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 本日、この資料をつけさせていただきましたのは、本来ですと、この財政計画は、この

小委員会の所轄の業務の一環であるということを考えておるわけでございますが、そうし

たことを考えますと、まず、この小委員会にお示しした中で、事務所の位置の小委員会等

の資料としても活用するということになるわけでございますけれども、会議進行のタイム

ラグ的なことがございまして、実は先回の事務所位置の検討小委員会の際、この小委員会

に出させていただいております。実はその会議の中で、香住町の庁舎の建設に当たりまし

て、財政計画を見ないとその辺の議論ができないじゃないかというような御質問がある中

で、出させていただいておりますので、この小委員会につきましても、その辺、多少順番

が前後しましたことをお許しいただくとともに御理解をいただければというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 まず、資料でございますけれども、本来単年度ごとの合併後のそれぞれの財政計画をお

示しするのが筋かと思いますけれども、現時点ではまだ数字が固まったものではございま

せんので、とりあえず合併後１０年の前半の５年間と後半の５年間に分けましたもので数
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字をくくっております。数字がまだはっきりしないと言いながらも、この資料の提出に当

たっては、県の方にこの時点でこういった形での資料提供についてはよかろうというよう

なことも御了解といいますか、その時点での確認を得ておりますので、こういった形での

お示しをさせていただいたわけでございます。 

 前回、庁舎の中では、この歳出の投資的経費の一般財源が、合併後前半の５年間で１２

億、合併後後半の５年間で１５億というようなこと、それからここには出ておりませんけ

れども、起債制限比率等を考えまして、庁舎の建設、並びに美方町さんでお考えになって

おられます健康増進施設、村岡町さんの特老、それらについても建設が可能であるという

判断を示させていただいたわけでございます。 

 なお、下の方の表でございますけれども、これは３町の平成１０年から平成１６年の当

初予算までの投資的経費、普通建設事業に占めます一般財源の割合を示す表になっており

ます。これは上段の表が一般財源ベースでございますので、一体、事業費に換算するとど

のぐらいになるかというような御指摘も多々あろうかというようなことを考えまして、一

応参考までに、過去のベースとしては、こういった程度の一般財源でこのぐらいな普通建

設事業を実施してきたということをお示しさせていただく意味でつけさせていただいてお

ります。 

 それから、裏の方の関係でございますけれども、この財政計画策定の方針でございます。

読んでみますと、三位一体の改革による地方交付税の削減など、国の財政構造改革が進む

中にあって、新町が長期的に健全な財政運営を構築するためには、合併による歳出の削減

効果のみならず、さらなる経費の削減が必要である。そのため、物件費の削減、団体等に

対する補助金の見直し、三役等特別職や職員の減員による人件費の削減、下水道事業等特

別会計に対する繰出金の抑制等、歳出全般にわたって経費の見直しを行い、財政計画を策

定したということにしております。この内容につきましては、また、後の御提案になろう

かと思いますが、財政計画のところでも考え方の調整をお願いすることになろうかという

ふうに思っております。 

 それから２番目に、財政計画から見た地域拠点機能強化事業の実現性ということにつき

ましては、先程の一般財源ベースの御説明をさせていただきましたが、そこに占めます合

併後前半の５年間の一般財源、あるいは起債制限比率等を考慮してこの３事業の実施は可

能であるということを書いております。 

 それから３番目でございますけれども、香住町の庁舎建設基金運用による円滑な財政運
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営ということでございます。当初、香住町から示されておりました基金の運用につきまし

ては７億円を特例債というようなことであったわけでございますけれども、県のヒアリン

グの段階で、できるだけ基金を残して財政運用に回さなければ、３町の財政見通しは大変

厳しいものになるというような御指摘をいただく中で、実は３町の拠点機能強化の事業の

内、この庁舎の関係だけは県の事前協議の指導もございましたので、県庁の方に出向いて

いただいて、実際どれぐらいの起債充当が可能なのかということの御指導も受けました。

その結果、その時点では起債対象事業費に対して８億円の充当が可能であるというような

御指導もいただく中で、合併特例債を８億円充当させていただき、基金としては４億円を、

この３町の後年度の財政計画に運用させていただく、そういうことの運用が必要である、

大切であるということの御指導をいただいておりましたので、そういった内容をここでは

記述させていただいております。 

 それでは質問に対するお答えに入るわけでございますけれども、まず、事業費の根拠で

ございます。 

 これは３町から、それぞれこの合併に際しまして考えられる事業を提出していただきま

した。その段階で、３町がどの程度の精度を持ったものであるかということについては、

不明なわけでございますけれども、事務局の方で精査したということよりも、３町でそれ

ぞれ出していただいた数字だということで御理解をいただきたいと思います。なお、その

事業費は総事業費という捉え方をさせていただいております。 

 それから、どこで確認かということなんですが、これにつきましては、この事業費の関

係と同じように３町からそれぞれ出していただきましたので、それぞれの３町では少なく

とも御認識いただいているんじゃないかというふうに思っております。 

 それから、一般財源の関係でございますけれども、３つの拠点事業の一般財源ベースは、

合併前半の５年間で１２億の一般財源が計画されておるわけでございますけれども、その

内の２５．８％、約２６％程度が、３つの拠点機能の事業の一般財源になろうかというふ

うに考えております。 

 それから、事業費についてはコンクリートされたものではないと理解しているがという

ことでございますけれども、まさしくそのとおりでございます。少なくとも庁舎の関係に

つきましては、先程申し上げましたように、県庁に事前協議という形の中で、ある程度詰

めをさせていただく中で、約１７億という事業費が現時点では算出されておりますけれど

も、他の健康増進施設あるいは特老等の関係につきましては、コンクリートされたもので
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はないという御理解をいただきたいというふうに思います。 

 それから村岡町の拠点機能の特老の関係でございますけれども、これは負担金事業とい

うことを聞いておりまして、要するに、箱物を建てるということではなしに、特老に対す

る負担金という捉え方をしていただければというふうに思っております。 

 あと、何か欠落している部分がございましたら、中村委員、よろしくお願いしたいと思

います。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。大体、理解はできましたけども、１、２点。さっ

き村岡町の特老に係る５億６，０００万というのは、当然これには用地測量費とか造成費

等が入ってないと思いますので、負担金というふうに理解すればいいということですね。 

 それと、もう１点ですけども、香住町の基金を財政運営上４億円を持ち込むということ

ですけども、この４億円は前期５カ年の１２億の中に包含されているというふうに理解す

ればいいわけでしょうか。 

 それと、単純に今この構成３町の事業費２６億１，０００万、これの一般財源に占める

割合が約、アバウトで２６％ということですけども、逆に言うと、残りの７４％、１２億

の７４％については通常の投資的経費に充当すべき一般財源と理解すればよろしいかどう

か。 

 この３点について確認をさせていただきたいと思います。 

 それともう１点。コンクリートされたものではないという、再度の確認をお願いしたい

と思います。 

 

○藤原事務局長 香住町の４億円の基金は、前期のこの１２億円に含まれるかということ

ですか。 

 当然含まれております。３町の基金の内、庁舎に関しては４億円なんですけども、３町

には、その他、それぞれ基金ございますので、何が残って何を使ったということははっき

り言えないわけでございますけれども、この４億円を含めた基金の運用が、少なくとも合

併の５年先ぐらいまでは、何とか財政計画上運用できるものに現在のところはなっており

ます。 
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 先程３町の拠点機能強化事業の一般財源が約２６％ということを申し上げましたが、そ

の残りの７４％は、いわばその３つの拠点機能以外の投資的に充当できる一般財源という

ことで御理解いただければと思っております。 

 特養の関係につきましては、これは先程御説明させていただきましたように、負担金と

いうことで御理解をいただきたいと思います。 

 それから、先程香住町の４億円の基金の関係で、一般財源に含まれているかどうかとい

うことでございますけれども、この表でいきますと、歳入の繰入金、これが基金の取り崩

しに相当する分でございますので、基金の取り崩し分が５年間で２１億円という御理解を

していただければと。その中に４億円も入っているという御理解をしていただきたいと思

っております。以上でございます。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 コンクリートされてないということですか。 

 

○藤原事務局長 先程庁舎も含めて２町の関係も言いました。庁舎の関係も県と事前協議

したと言いながら、まだコンクリートされているというものではないという理解をしてお

ります。 

 

○井上（一）委員長 谷渕委員。 

 

○谷渕委員 村岡町の谷渕です。先程、参考の２ということでいろいろ出とるんですが、

私たちが一番知りたいのは、財政計画の中で、今後、起債制限比率がどういうふうになっ

ていく、この数字を見て健全な財政ができるかとか、あるいは次の事業をどうするんかと

いうふうな考え方なんですけど、１６年度までは出てますけど、それ以降が出てないと思

うんです。けだし、恐らくもう出なきゃいけないと思うんですけど、それも出していただ

いて、それによって財政計画は今後新しい計画をどうできるかいうことに、私は考えられ

るんで、その財政計画の起債の関係はいつ頃私たちに資料として出せれるのか、その辺が

第１点。 

 第２点は、拠点事業で特老の関係も概要わかりました。庁舎建設事業の方も大体わかる
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んですけど、ただ、漠然としておるのは健康増進施設建設費用ということで、何が健康か、

それが本当の拠点になるんかという点や、その辺ももう少しお聞かせ願って、それで先程

中村委員の言われたように、コンクリートされてないんで、あるいはというふうなことを

おっしゃっておられたのがなんですけど、費用については３．５億というものは、これも

動くということですか、その辺のところを見解を聞かせてもらいたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局、お願いします。 

 

○藤原事務局長 まず財政計画の関係でございますけれども、いずれになりましても、こ

の小委員会あるいは全体会を通じた中で、ある程度お示しをさせていただいた、その後に

なろうかというふうに考えております。まだ全体の調整は図っておりませんけれども、い

ろいろ御意見をいただく中で、そのお示しをさせていただくタイミングを十分見極めたい

というふうに考えております。 

 それから健康増進施設でございますけれども、これにつきましては先程も申し上げまし

たように、各町からそれぞれ事業を出していただいておるわけでございますけれども、そ

の事業の内容についての細かなところまで出していただいてないのが現状でございます。

ただ、県の方の財政計画のヒアリングを受けます中で、一応財政計画に網羅されるべき事

業につきましては、事業概要等も含めたペーパーを出すような指導もいただいております

ので、現在各町にその資料を提出していただくようなこともお願いしている段階でござい

ます。 

 それから、健康増進施設、コンクリート化されてないということは御理解していただい

ているところかと思いますけれども、内容につきましても先程申し上げましたように、特

にこういった施設という具体的なものが、まだはっきり事務局の方に示されておりません

ので。ただ、先程御説明させていただきました３町の地域振興拠点、それぞれのこの拠点

を伸ばしていくために、それぞれの町がお考えになっとる施設としては、こういった施設

が必要であるというお考えの基に出していただいておるものというふうな理解をさせてい

ただいております。 

 

○井上（一）委員長 谷渕委員。 
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○谷渕委員 重ねて委員長の方にお願いしておきます。 

 先程申し上げました財政計画の、私たちの知りたいのは起債制限比率がどうなって、ど

うなるからこうなるという、５年間ぐらいはもうできるだけ早く出していただいて、それ

は審議の過程で審議させてもらう必要があると思いますので、その表については早く出し

ていただくようにお願いしたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局、お願いします。 

 

○藤原事務局長 それでは、補足説明ということで、ちょっと説明が足らなかった分を説

明させていただきます。 

 現時点での財政計画の上では、合併後、前半の５年間のスパンで考えますと１８．２％

から１９．６％、この範囲で運用といいますか、比率が推移してくるということになりま

す。参考までに申し上げますと、合併後の５年間になりますと財政状況は好転しまして、

この数字より下回る数字になってくる予定にしております。 

 

○井上（一）委員長 谷渕委員。 

 

○谷渕委員 今、局長から聞いた数字でいきますと、私たちが認識しとった数字から見れ

ば、もう危険信号だというふうにとらざるを得ないんです。だから、それだけ財政が厳し

いというだけに、それぞれの事業においても慎重な対処をせなかったら、私は財政危機に

陥ると思いますので、その辺も重ねて申しておきます。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○谷渕委員 大体、私たちは１６を過ぎたら危険だというふうな認識を絶えず町当局から

聞いておりました数字が頭にありますのでね。もう１８となるとかなり、相当という感じ

がしますわね。 

 

○藤原事務局長 現時点での３町の起債制限比率を見ますと、それぞれの町の委員さん御

承知だと思いますが、今、谷渕委員さんがおっしゃったような数字に現在なっております
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ので、それが３町の財政状況が好転しない中にあっては、なお、その数字を上回るような

ことにはもうならざるを得ない。まして、矢田川流域衛生一部事務組合が加わってきます

ので、そういった数字に当然と言ったらおかしいんですけれども、増えてくるというのは

考えられる、考えられた数字であるというふうに思います。 

 御意見をまた参考にさせていただきたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 他にありませんか。 

 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。ちょっと聞き漏らしたかもわかりませんけども、

先程、局長答弁の中で、私の、１７年から２１年までの投資的経費の１２億の中に、香住

町さんが基金として持ち込んでいただく４億円が入っているのかどうかという質問に対し

まして、繰入金の中に、２１億の中に当然基金繰り入れとして一般財源化すると。ここま

で入りの方はお聞きしたような気がするんですけども、出の方の一般財源化した４億円を

投資的経費の中の１２億の中に含まれているのかいないのかという回答を、ちょっと聞き

漏らしたのかもわかりませんけども、再度お伺いしたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 基金の取り崩しは御存じのように繰入金になるわけでございますけれど

も、それは一般財源という捉え方をする中で、この歳出の総額５０１億の中に入っとると

いう御理解しか、もうできないだろうと。投資的経費だけに行きとるもんじゃございませ

んので、そういう御理解をお願いしたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 他に。 

 石垣委員。 

 

○石垣委員 村岡町の石垣です。今のお話と関連するんですが、２ページの地域振興拠点

機能強化ということで、地域振興拠点について一部修正ということできょう出とるんです

けども、それと、今の財政計画から見た地域拠点機能強化事業との関連ですが、この表現
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が、ただ２ページの方は地域振興というのが入っておる。この別紙の資料の方には振興が

入ってないんで、見方によれば、例えば美方町の方は地域振興拠点的な健康福祉、健康増

進ですから。それから、村岡の特養、それから香住の庁舎、これは地域振興とは関係ない

と判断するんですが、特に村岡の場合は福祉は美方という表現、位置付けをしてあるわけ

だから、それぞれの現在の町の抱えておる大きな課題をこうだと。美方の場合は、これは

地域振興拠点的なふうに私は理解するんです。その中身は、庁舎委員会委員に入ってませ

んので全く存じませんけども、きょう初めてこういう事業だということで見せてもらった

んですけども。それから庁舎の委員の人はある程度聞かれておるんですけども、それ以外

の者は全然聞いてない。その辺の温度差はきちっと整理してもらわにゃいかんというふう

に思います。 

 だから、この紛らわしい表現をもうちょっと整理した方が、これは誰が考えてもおかし

いと違うかというふうに思うんです。ただ振興が入っておるのと入ってないの。しかし、

これは拠点の方、財政計画の方には振興の入る、振興拠点として取り上げるべきものが美

方の場合は入っとるというふうに私は判断するんですけど。何かその辺がごっちゃになっ

ちゃっとるなと。 

 それからもう一つは、こういう具合に括弧して何町ということで表現されますと、もう

その町で決まったのかなというふうな誤解を招くと思うんです。庁舎の問題についてはま

だはっきり決まっておりませんし、何かそれを香住が提案しとるということだろうと思う

んですけども、こういう表現で整理されますと、もうその町に決まったのかなというふう

に捉れるのと違うかなというふうに思いますので、この表現については慎重に、もうちょ

っと十分な配慮が必要かなというふうに思います。以上です。 

 

○井上（一）委員長 事務局、お願いします。 

 

○藤原事務局長 石垣委員の御質問もあれば御意見もあったかというふうな理解させても

らっとるんですが、この参考資料の２の裏面につけております２番の、財政計画から見た

地域拠点、まさしくおっしゃるようにこれは地域振興拠点ということでございますので、

こういった御理解をいただければと思いますし、この３町の地域振興拠点でそれぞれフレ

ーズがあるわけでございますけれども、これに対する拠点機能の事業というのはここに３

つ上げとる事業、これがすべてというわけではございません。とりあえず、各町が主とし
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て捉えられる事業としてこの３つを上げていただいたというような捉え方をさせていただ

きたい。なお且、振興拠点としては、その他の事業も当然ついてくるものもあるという御

理解をいただければというふうに思っております。 

 それから３番の庁舎建設の関係等で、既にもう庁舎が決まったような誤解を与えるよう

な文章だというようなことだと思うんですけれども、そういった誤解を与えるとしたらお

詫び申し上げなければいけないと思いますけれども、香住町が主張する庁舎建設について

は、やはりこういった資料がなければできないということの中で、考え方がちょっと不足

しているかもわかりませんけれども、こういった表現でお示しをさせていただいたという

御理解をいただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

○井上（一）委員長 石垣委員。 

 

○石垣委員 村岡の石垣です。今の局長の答弁が地域振興拠点イコール地域拠点機能強化

事業という説明であったんですけども、それはちょっと中身から判断するとイコールには

ならへんのと違うかというふうに理解します。確かに拠点的というのか、そこの町で一番

今とりあえず大事な項目であるということは判断できるんですけども、この２ページとの

兼ね合い、関連は、美方町は理解できますけども、後は理解できません。以上です。 

 

○井上（一）委員長 事務局、お願いします。 

 

○藤原事務局長 今の２ページを見させていただきますと、例えば村岡地域の特老が、じ

ゃあ、どれに、どのフレーズに該当するんだということになりますと、ちょっと考えなけ

ればいけないこともあろうかと思いますが、例えば香住地域の庁舎の関係につきましては、

この最後の方の都市的機能の拡充というようなことでの考え方をさせていただいておりま

す。なお、それらを含めて、もし、そのフレーズと、３町が言っております地域拠点に齟

齬があるとするならば、ちょっと文言を一部手直しすることも必要かと思いますので、そ

の辺の、他の委員さんも含めた御意見がいただければというふうに考えております。 

 

○井上（一）委員長 ただいまの石垣委員の発言と事務局の見解と、そういうことに関連

しまして御意見ありませんか。 
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 本城委員。 

 

○本城委員 美方の本城です。今、石垣委員さんがおっしゃったのは全くそのとおりだと

思うんですね。ですから、なるほどここに特別養護老人ホーム、そして庁舎建設事業とい

うふうに書かれておるんですが、これ以外に、例えば美方町も含めてですが、村岡であれ

ば何と何と何とぐらいがその拠点施設として必要なんだ、それで香住町の場合は庁舎とそ

の他何点かが必要であって、それが地域振興の拠点になるんだ、その中でこれを一番に持

っていきたいんだということなら話はわかると思うんですが、ただ、ここに挙げてある②

③だけでは、地域振興拠点の施設ということになると、ちょっとこじつけみたいな感じに

思えるんですね。ですから、もう少し何点か挙げてくるべきじゃないかなと。また、何点

かあるはずなんですね。というふうに思いますが、ただ、ここに出されておる資料は庁舎

の検討小委員会で出されたものをそのまま添付されておるので、こういう形になるかもわ

かりませんが、まちづくりの委員会に出される資料としてはもう少し数を出されてきた方

がいいんじゃないかなというふうに思います。 

 

○井上（一）委員長 他にございませんか。 

 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。先程、いわゆる地域拠点機能強化事業、ちょっと

舌かむような名前ですけど、私はこれは合併後の最優先事業というふうに位置付けをして

いるわけでございます。それで、この拠点施設整備に一般財源を２６％充当するんだとい

うお答えがあったわけでございます。残りの７４％が通常の普通建設事業に回されるもの

だと。この２６％というものは財政運営上、もう限度の数字なのか、パーセントなのか。

県の指導はどのようにされているのか。その辺がもし言える範囲で教えていただければと

いうふうに思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局、お願いします。 

 

○藤原事務局長 これは投資的経費の一般財源というのは、考え方としましては、特に投

資的経費を除いたものの歳入歳出差し引きが一般財源として幾らということで、合併前半
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では１２億、それから後半では１５億ということで、これが投資的経費に充てられる財源

だという捉え方をさせていただいております。その中で、もし、この３つの拠点機能強化

事業の一般財源が大幅に増えるというようなことになりますと、当然、他のものを普通建

設事業で抑制することになるのか、他の経費の一般財源を抑制することになるのか、いず

れにしても全体枠はある程度決まっておりますので、増えるものがあれば減らすものもな

いと差し引きゼロにならないということになろうかと思っています。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 ちょっと質問の仕方が悪かったかもわかりませんけども、私が教えて

いただきたいと申しましたことは、５カ年で投資的経費の１２億円が確保できるとした場

合の前提で、この１２億の割り振り、拠点施設と、それから通常の普通建設事業、この割

合が２６と７４、この２６というのはもう限度なのか、これが３２に持っていくというこ

とはもう県の指導としても不可能なことなのかどうかという、その辺をお伺いしたわけで

ございます。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 要するに、合併前半の５年間でいえば、もう１２億が限度だという捉え

方をしております。１２億が限度ですから、仮に３町の拠点機能の事業の一般財源が増え

れば、当然、他に回るものがそれだけ少なくなるという、トータルとしては１２億だとい

うことでございます。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○橘委員 香住町の橘です。今いろいろと話が出ているんですけども、今は報告第１号の

新町まちづくりの基本方針について（その２）ということで、今は報告事項第１号ですね。

ところが、そのページを開いていただいた、２ページに新町の地域構造の形成と地域振興

ということで、今報告を受けているわけですけども、これが財政計画から見た地域拠点機

能と一緒になっちゃって、なかなか話がまとまらない。委員長にお願いがあるんですけど、
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その辺をうまく分けていただいて進めていっていただかないと、ずっとこれできょう一日

終わるんじゃないかと、私はそのように思います。 

 

○井上（一）委員長 今の御意見はごもっともだと思うんですが。財政の方、もう……。

異議の面もあるんですけど、質疑の方はもうよろしいでしょうか。報告の方に戻していき

たいと思うんです。ですので、報告第１号については質疑はございませんか。 

 井上委員。 

 

○井上（源）委員 村岡町の井上です。今、地域振興拠点機能の強化ということで再度報

告を進めていく運びになったわけでございますが、実際、それぞれの地域の振興拠点機能

を強化するという形の中で、どういうふうな形で強化していけるのかということになれば、

そこには必要なものが必要になってくるわけですね。ですから、ただ各町から出る拠点機

能を強化するということだけどんどんどんどんと出ていっては、これは何も、ただ報告は

されるけど実現に乏しい、そういう結果が出てくるんと違うでしょうかね。ですから、そ

れを強化するに必要な資金の問題、また１０年の前半の５カ年、後半の５カ年を含めて、

実際、本当にこれだけの歳入が予測されるのかということも、きちっとそういうふうな位

置付けを確認をしておかないと、実質、拠点機能の強化は前に進まんじゃないかなという

ふうに思いますね。ですから、その辺は十分時間をかけてやっていただくということが大

切だと思いますので、よろしくお願いします。 

 

○井上（一）委員長 ということになると、まだ続けにゃあならんということになるんで

すが、よろしいですか。 

 はい。 

 

○橘委員 確かにそのとおりなんですけども、本日の議題というのは前回の小委員会の続

きということで、２ページに一番最後に線が引いてありますね、これを訂正してほしいと

いうことで、再度出てきてきょうの報告となったと私は理解しているんです。今まで何回

もこの手直しがありまして、私はこれが最終的な手直しで報告という考えをしていました

ので、先程の質問とか意見となったわけです。以上です。 
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○井上（一）委員長 議事の提出としては今言われたとおりだと思います。 

 本城委員。 

 

○本城委員 美方の本城です。橘委員さんの言っておられることは十分理解はしておるん

ですが、先程事務局の方の発言で、地域振興拠点の関係で、場合によっては文言を考えな

ければというふうな発言がございました。とするならば、先程から出ておりますこの地域

の振興拠点の文言ですね、これを最終的だということにはならんというふうなことも考え

られると思うんですね。ですから、確かに報告は報告事項として承っておるんですが、も

し拠点整備との関係で、もう一度この文言を考えていかなきゃいかんというふうなことに

なるとするなら、私はもう少し議論をしてからでいいんじゃないかなと。報告は報告で終

わるということでなしにというふうに私は思いますが。 

 

○井上（一）委員長 じゃあ、ちょっと事務局の方で。 

 

○藤原事務局長 済みません。実は村岡地域のこの地域振興のフレーズの関係でございま

すけれども、これまでのこの小委員会の中の議論で、同じような、要するに共通するフレ

ーズの振興の文言があったわけでございまして、例えば今、美方町に上がっております福

祉という言葉は、以前、村岡町でも触れました。これを整理する中で、村岡町から福祉と

いう言葉が消えたわけでございますけれども、そういったことになった場合に、現在、地

域振興拠点として上がっている特老の施設が、この中にどうもなじみにくいじゃないかと

いうことになるとしたら、今、本城委員からも言っていただいたようなことも、当然考え

てこなければいけないかなと。こじつけということに言われるかもわからんですけれど、

１行目の最後の方に保健医療活動というような文言にしておりますが、これに特老施設が

含まれないとしたら、ちょっと一部修正もやむを得んかなというふうに考えております。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○本城委員 美方の本城です。ですから、私が申し上げたいのは、地域振興拠点、この文

言はこれで置いておくとして、私は庁舎検討小委員会の方に出された資料、これはあくま

でも庁舎の方の小委員会で、まちづくりの方に出される資料としては、ただ①から③まで
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のものだけに限らず、もう少しいろんなものを網羅したものを出されるべきだというふう

に思うんですね。その中から、村岡であれば特養をつくりたいんだ、あるいは香住町であ

れば、その中の一番先に庁舎をつくりたいんだというふうな形でなら、私は外れはしない

というふうには思うんですが、ただこれだけを出されるから、ちょっとおかしいことにな

りはしませんかということを申し上げておるんです。 

 

○井上（一）委員長 大変難しい形になってきてるんですけども、委員の皆さんの方のお 

考えを聞きたいわけですけど、本城委員が言われたような形で整理をしていくか。しかし、

先程から出ているように、地域振興拠点というものには金がついて回るという、それをく

っつけるということになると、なかなか整理がつきにくい面があるわけですけども。 

 どうぞ。 

 

○村瀬委員 先程から聞いてましたら、どうしてもまちづくり計画の中でのいわゆる一字

一句の裏付けをとろうとすれば、当然その財政計画というものが浮上してくる。そうなる

と、じゃあ、どこまでの枝葉の部分まで私たち、このまちづくり計画の委員会が知恵を絞

り出すのかということになろうと思うんですよね。ですから、どこで線を引くか、そのあ

たりをどのポイントに置くかということを例えば決めておかないと、こんなことを話しし

とったら切りない話だと僕は思うんですよ。 

 事実、他の養父市だとか、他の京丹後市にしても、じゃあ、そこまで掘り下げた中で協

議されてたかどうか私はわかりませんが、実際、出てきてるその計画の中身については、

恐らく事務局もそれにのっとった形で進めてきておる。ただ、その中で地域拠点というこ

とからすると、今、協議をされている庁舎の問題だとか、いろんな利害の絡む部分が出て

きとるから、なおさら複雑になろうとするわけですけども、そのあたりは例えばさらっと

流すというわけにはこれいかないとは思いますけれども、ひとつ割り切りの中で温かな計

画をというか、これらの提案は理想に近いと思うんですよ、ある意味では。本当に一字一

句にこだわってその裏付けをとろうとしたときに、実際やれるんかどうかといっても、進

んでみないことには実際わからないことがたくさんあろうかと思うんですよね。 

 ですから、もう少しこだわりの部分で、当然、新町を代表されて意見を言われている、

そこの拠点づくりのために、とにかく今は引くことができないんだということは、それぞ

れの方がお持ちであろうと思うんです。だから、そこのこだわりをもう少し平静に判断が
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できないのかなというふうに、私、先程から感じておりました。 

 だから、こだわればこだわるほど、そういった財政というものは持ち上がってくるし、

もうそういったことなると、この委員会というのは前に進まないんじゃないかな。事務局

もそれに振り回されてしまって、どこまでの資料づくりというか、をしたらいいのか、こ

れは他との進行上の形もございますんで、難しい問題であろうかと思いますんで、私はそ

ういったことを先程から感じておりまして、どこかでそこらを任せるものは任せるような

形をとっていかないとだめじゃないかなというふうにちょっと感じておりました。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○柴崎委員 香住の柴崎でございます。今、お互いに混乱をしておるかもわかりませんが、

私なりにちょっと思いますのは、このまちづくり計画というのは、それぞれのまちで言う

いわゆる総合計画に当たるものを、この委員会で議論をしていってまとめつつあるという

ふうに思っています。 

 先日も庁舎建設委員会の中で、いろいろと判断をしないといかん財政的な裏付けの必要

な数字的なものも当然必要でありますし、非常に大事なポイントでありましたから、事務

局に対しても、そういうふうな資料の提出を求めて、先日の委員会で出された資料がきょ

うも出てきたわけなんです。 

 これは、総合計画の中のいよいよもってとうとう実施しないといかんという、１、２年

の間は実施計画のものだろうと思います。実施計画は財政の裏付けがないと計画が実施で

きませんから、そこまで踏み込んで計画を立てるわけです。ちょっとそのあたりで総合計

画と実施計画が入り組んでおるという、そういうところじゃないでしょうかね。従って、

ちょっと混乱をしているというふうに思います。 

 我々は、今、この小委員会でやっているのは、あくまでも将来の基本方針の体系という

ふうな、これから新しいまちをつくっていこうとする基本的なものの考え方であるわけで

す。従って、今、議論をしておりますそれぞれのゾーニングにしましても、そういう大き

な視点でどういう役割を担うのかということを、今、議論をしておるわけだというふうに

私は認識しておりまして、財政計画について必要な、特に庁舎建設が今非常に大事なポイ

ントだとして議論しておりますので、当然資料として必要でありますし、かといって、す

べての総合計画の中のものをここに財政計画の裏付けを持ったらやれというのは、これは
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もう不可能なことでありますから、ちょっとその辺を整理をしていただかないといかんと

思いますし、そういうことでこの我々が議論する中で、今、ゾーニングができて、そして、

それぞれ細かくそれが分かれてたというんですか、それをもう一遍振り返ってみて、我々

今議論しているのはどういう位置になっとるかということを、委員長さんちょっと確認を

していただいて、そうして、この数字的な資料出てきましたけども、これはあくまでも庁

舎建設の小委員会の中で、必要として出てきたものであるということで捉えられたら整理

できるんじゃないかなというふうに思います。 

 

○井上（一）委員長 石垣委員。 

 

○石垣委員 村岡の石垣です。別に私は特にどうこう言うわけじゃないんですけど、地域

振興拠点機能強化と、今の財政計画と同じレベルでものを言うから僕はおかしいんじゃな

いか。私が言いたいのは、例えば財政計画から見た地域拠点機能強化事業という表現を変

えた方がええことないかと。地域、これで誤解されるのは、１、２、３でもうおしまいだ。

本城委員と同じ意見ですけれども。これに絞られるのかなというふうに誤解されるという

ことですわ。だから、私がちょっと言いたいのは、例えば私見ですけども、財政計画から

見た地域が抱える重要課題の実現性ということの方が私はすんなりいくんと違うかなと。

だから、特に庁舎を含めた地域の重要課題の３事業を合併後云々というような表現にした

方が、これとこっちとは連動してくりゃへんかという、一般の者が見たらというんですよ。

そのことを言いたいんですわ。 

 ただ文案だけの問題のように捉れるかもしれませんけれども、今、この３つはそれぞれ

の地域が抱えとる重要課題だという形に整理する方がいいんじゃないかと。拠点機能はこ

れからの問題で、それ以外にもあるぞということであれば、当然、この３つに絞られるわ

けじゃないと思うんですけど、そういうことの方が僕は整理がええと違うかということを、

表現の仕方を考えた方がええという発言です。以上です。 

 

○井上（一）委員長 そうしましたら、ここでちょっと休憩にしたいと思います。２時５

５分まで休憩にします。 

                  

〔休  憩〕 
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○井上（一）委員長 それでは、休憩を閉じて、再開したいと思います。 

 先程からの議論につきまして、事務局の方から整理の案を出させてもらいますので、よ

ろしくお願いします。 

 

○藤原事務局長 失礼します。先程来いろいろ御意見をいただきまして、整理をさせてい

ただきましたので、改めて御提案という形でさせていただきたいと思います。 

 ２番の「財政計画から見た」というところのこのゴシックの表現でございますけれども、

「財政計画から見た最重要課題の実現性」ということで、御訂正をお願いしたいと思いま

す。 

 本文の方に入りますけれども、「本財政計画には、特に庁舎を含めた」までは同じでござ

いまして、「最重要課題の実現のため、次の事業を合併後５年間」ということで、以下は同

じでございます。 

 通しますと、本文、「本財政計画には、特に庁舎を含めた最重要課題の実現のため、次の

事業を合併後５年間の計画の中に盛り込んでいる。投資的経費に充当可能な一般財源、起

債制限比率等考慮しても、この３事業の実施は可能である」ということでございます。以

上でございます。 

 

○井上（一）委員長 今、事務局の方から説明してもらいましたが、こういうことでよろ

しいでしょうか。 

 吉田委員。 

 

○吉田委員 美方町の吉田です。最重要課題の実現性というのはいいんですけれど、そう

しますと、この下に①②③といういろいろとあるんですけれど、こういうふうにしますと、

先程言ったんですけれど、まだ庁舎問題等についてはけりがついてない状況の中で、庁舎

建設事業（香住町）というふうなことになりますと、もうここで決めたようなニュアンス

になるんじゃないかなというふうな思いもするんですけれど、その辺どういうふうに理解

していいのかどうかということがちょっとわかりにくいですが。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 
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○藤原事務局長 庁舎のみならず、健康増進あるいは特老に関しても同じことが言えるん

じゃないかと思っておりますけれども、現時点で３町がそれぞれ、ただいま御訂正させて

いただきましたが、最重要課題として捉えておるこの事業については、ここに書いてあり

ますように、財政計画上実現可能だという理解をしていただければと思っておりますけれ

ども。 

 

○井上（一）委員長 よろしいですか。 

 そうしましたら、報告第１号の新町まちづくりの基本方針について（その２）について

は、確認させていただいてよろしいですか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 それでは、次は協議第６号、新町のまちづくり施策についてに入ら

せてもらいます。 

 事務局、説明をお願いします。 

 

○藤原事務局長 それでは４ページをお開きいただきたいと思います。ここでは４の産業

振興と雇用の確保から、それから１７ページの８の行財政基盤の強化までございます。こ

の項目につきましても、前回までに一応の協議はなされておるわけでございますけれども、

その際、一部字句の修正、あるいは意見等をいただいております。そういったことを踏ま

えまして、事務局で調整をさせていただきましたので、担当の穴田の方から御説明をさせ

ていただきます。 

 

○井上（一）委員長 今のまちづくり施策については区切って議題としたいと思いますの

で、新町まちづくりの基本方針について（その２）の内、４の産業振興と雇用確保のとこ

ろについて、事務局の説明をお願いします。 

 

○穴田係長 失礼します。４ページからが産業振興の雇用確保の文章になります。 

 まず、５ページをお開きいただきたいと思いますが、御意見いただきまして、漁業水産

加工等につきまして御意見いただきました。５ページの上から３行目ですけども、漁業水
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産加工については販売のみではないという観点から、「生産」という言葉を挿入させていた

だきました。そして、④の林業ですけれども、林業の部分の上から８行目になりますが、

間伐材のバイオマスエネルギーというところの記述ですが、後段で自然環境の保全の中の

クリーンエネルギーの開発のところで出てくるんですが、そこでの記述を同じように統一

をさせていただいて、「バイオマスエネルギーの開発研究を推進する」というような表記に

させていただきました。それから、２行程おりていただきまして、他方というところなん

ですけども、森林の持つ多面的な機能の他にも公益的機能ということで、「公益的機能」も

追加しております。 

 めくっていただきまして、６ページの上です、上から３行目の記述で、「商工会の連携」

という表現でしたけれども、誤解を招くので、「商工会との連携」ということで、「と」を

挿入しております。それから、（３）の観光関連産業の振興というところでは、真ん中あた

りですけれども、山陰海岸の国立公園。鉢伏と、それから瀞川山というような記述でした

んですけれども、そこも表記を同列にそろえた感じに文章の整理をさせていただいて、「氷

ノ山後山那岐山国定公園、但馬山岳県立自然公園などの」というような表記に変えており

ます。 

 今度は８ページを開いていただきたいんですが、施策名と事業一覧ということで、表の

中の上から３行目、①の農林水産業の振興の上から３行目になります。特に農業従事者の

高齢化が進んでおりまして、集落営農が難しい状況にあるというような意見から、「農業生

産法人の育成」という言葉を事業として入れております。それから、下って２行程おりて

いただきまして、圃場整備等基本整備はほとんど終わっているというような状況がありま

すので、農作業の今度は受委託制度の確立というようなことも必要ではないかということ

で、そこに入れております。そして、ずっとおりていただきまして、但馬牛の表記のとこ

ろになりますが、「但馬牛の一貫生産体制の拡充」ということで、その言葉を修正しており

ます。それから、真ん中の商工業と地場産業等の振興というところでは、本文のところで

もありましたが、「商工会との連携」ということで、「と」を挿入しております。 

 産業振興と雇用確保については以上になります。 

 

○井上（一）委員長 説明が終わりましたが、質疑のある方がございましたらお願いしま

す。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 ４につきましては質疑ございませんか。 

               

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 それでは、４のところをこの文案で承認させていただくことに御異

議はありませんか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 それでは、次に移らせていただきます。 

 ５のところを事務局、説明をお願いします。 

 

○藤原事務局長 失礼します。今度は５の都市基盤の整備・充実というところですが、（１）

の道路網の整備というところで、上から３行目、主要地方道の香住村岡線の後に、「村岡美

方線」ということで挿入させていただいております。 

 今度は１１ページの下の方で、（６）の情報・通信体系の整備というところで、上から３

行目、「地域情報化計画を策定します」ということで、その後、「高速通信体系整備に資す

ることとなる地域公共ネットワークを早期に整備する」というようなことで、そこを修正

させていただいております。 

 １２ページが一覧表になっておりますが、一覧表の方でも本文と同様に、道路網の整備

の主要事業では、主要地方道香住村岡線の後に村岡美方線ということで入れさせていただ

いております。そして、一番最後の⑥の情報・通信体系の整備の中では、一番最後の「地

域情報化計画の策定」ということで、事業名を挿入しております。以上です。 

 

○井上（一）委員長 説明が終わりましたが、５の都市基盤の整備・充実の項について質

疑ありませんか。 

 はい。 
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○谷渕委員 村岡町の谷渕ですけど、この文言でなくして、ちょっと聞いてみたいのは、

香住村岡線にしても美方村岡線にしても期成同盟会ができておるわけです。ところが、国

では１県に１００億の、こういう、いわゆる合併に対して道路を整備する場合には、各県

に１００億の最高限度の特例債みたいなものが渡されるというふうになっとるわけです。

これがなされているけど、その後、何ら私は動いてないと思うんです。合併しよう思って

も、当然どっちになっても道路網は整備していかなきゃいけないので、早くこれにどうい

う形で取り組んでいくんか。また、これがひいては観光ルートにもなるんで、その辺のと

ころの今の現状の町長会の取り組みとか、あるいは合併協議会等にどういうふうにやって

いるのか。そうしなかったら、一日も早くせなかったら、私は合併しても道路網の整備が

できなかったら住民の不便さが解消できないと思うんで、ちょっと違った見解ですけれど、

その辺、局長、わかっておるんでしたら。 

 

○井上（一）委員長 事務局長。 

 

○藤原事務局長 せっかくの御質問なんですけども、事務局としましては今の谷渕委員の

御発言にありましたようなことに関しての具体的な取り組みの状況は、把握しておりませ

んので、お許しいただきたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○谷渕委員 村岡町の谷渕ですけど、そしたら、局長、この問題も重要課題として町長会

に、後どういうふうに進めていくんかを早急に合併までというか、今は出来んわけですけ

ど、工事の進行を促していただきたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局長。 

 

○藤原事務局長 それでは、意見として承っておきたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 他にございませんか。 
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〔質疑なし〕 

 

○井上（一）委員長 ないようですので、５の都市基盤の整備・充実の項について、この

文面でよろしいでしょうか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 そうしましたら、次に、７の自然環境の保全・活用について、事務

局の説明をお願いします。（発言する者あり） 

 ６については修正がないそうです。ですので、７をお願いしたいと思います。 

 

○藤原事務局長 失礼します。７の自然環境の保全・活用の部分ですが、１５ページにな

ります。中程の（１）自然公園等の保全と活用という文面で、１行目になりますが、国内

の世界の自然遺産の登録という候補に上げられたという表現が後ろの国定公園の方にもか

かってしまうということで、下線部の「山陰海岸国立公園をはじめ」ということで、そこ

を切らせていただいて、「をはじめ」という文字を入れさせていただきました。 

 めくっていただきまして、１６ページ、（４）クリーンエネルギーの開発という部分です

が、特に御意見としてはなかったんですが、そこに上から２行目、風力の後に「水力」と

いう文字を入れさせていただきました。そして、施策のところと主要事業名のところにも

クリーンエネルギーの開発で、風力の後に「水力」を入れさせていただきました。 

 以上で説明を終わります。 

 

○井上（一）委員長 説明が終わりましたが、質疑はありませんか。 

 はい。 

 

○本城委員 美方の本城です。今、事務局の説明の中で、意見はなかったけれども、「水力」

を入れましたというふうに言われたんですが、どういうふうなことを考えられて水力を入

れたのか。十分御承知だとは思うんですが、現在水力発電なんてのはとてもできる状態で

はない。また、それをつくることによって生態系が変わってくるというふうなことがある

と思うんですが、これ入れといて別段どうということはないんですが、何か意図とするも
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のがあるのかどうかお聞きしたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 済みません。実は幹事会の中で、ある地域がこの水力についての研究が

進んでいるというようなことの中で、一度は莫大な経費がかかるということで、ある程度

その実現性が困難なような状況にもなったようでございますけれども、今後の方向として、

こういったクリーンエネルギーといいますか、水力発電的なものもやっぱり必要だという

ような強い要請がございまして、それじゃあ、この中に盛り込もうかということで、盛り

込みをさせていただきました。 

 

○井上（一）委員長 今の説明でよろしいですか。（「はい」「よろしい」と呼ぶ者あり） 

 他に質疑ございませんか。 

 どうぞ。 

 

○橘委員 語句の関係で。前回の小委員会で出たところを直していただいたんですけども、

読んでいて気になった面がありますので、事務局の方で再度考えていただけないかなと思

います。 

 まず１行目ですけども、「広範な海岸部が山陰海岸国立公園、山岳部が氷ノ山」というよ

うにした方がわかりやすいんじゃないかというのがまず１点であります。それから２点目

ですけども、（１）の世界遺産の前に「ユネスコ世界自然遺産」というふうに入れた方がこ

れもわかりやすいんじゃないかと思います。それに関連しまして、１６ページの表の方も

同じく「ユネスコ」、表の上から２つ目ですか、山陰海岸の世界遺産の関係です。それとも

う１点、（２）の「住民が長年にわたり手入れをし」で、「を」を入れてもらった方が文章

的にはわかりやすいような気がします。それと、その後、「慣れ親しんできた森林、田畑、

河川、」、これ、「、」じゃなくて「・」にした方が。ここで切って、後、「海岸環境の機能維

持」というふうにしないと、これを「、」にしますと、なれ親しんできた、ずっと続いて、

海岸環境ということになりますので、文章的にはおかしいんじゃないかと思います。以上

です。 

 

- 28 - 



 

○井上（一）委員長 じゃあ、事務局の方、ちょっと整理しますので、少しの間。 

 事務局。 

 

○藤原事務局長 それでは、今の御質問といいますか、文章的に御指摘をいただいた部分

を整理しましたので御検討いただきたいと思いますが、「広範な海岸部が山陰海岸国立公

園に、山岳部が氷ノ山後山那岐山国定公園、但馬山岳県立自然公園に指定され」というふ

うに御訂正をお願いしたいと思います。それから（１）、冒頭に「世界自然遺産登録」って

ありますけれども、これも御指摘のように「ユネスコ」を頭に入れていただいて、「ユネス

コ世界自然遺産」というふうにお願いしたいと思います。なお、（２）の、これも１行目で

すけれども、これも御指摘のとおり、ちょっと脱漏しております。住民が長年にわたり手

入れをしたということで、「を」を挿入していただければというふうに思います。 

 以上で御検討をお願いしたいと思います。 

 もう一つございました。失礼しました。その後、「慣れ親しんできた森林・田畑・河川、」

にしていただいて、「海岸環境の機能維持」ということにしていただければというふうに思

います。 

 もう一つ追加をお願いしたいと思います。（１）の本文の３行目、２行目の終わりから言

いますと、「人と自然の共生するまちづくりめざし」とありますが、「り」と「め」の間に

「を」を挿入していただきたいと思います。「共生するまちづくりをめざし」ということで、

大変失礼しました、挿入をお願いしたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 一部、字句なんかの修正がありましたが、他に質疑はありませんか。 

               

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 ないようでしたら、７のところ、先程の修正の形で御承認いただけ

ますか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 じゃあ、そういうことにさせていただきます。 
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 続きまして、８、行財政基盤強化について、事務局から説明させます。 

 

○藤原事務局長 失礼します。１７ページ、８の行財政基盤の強化の部分です。たくさん

の委員の方から御意見いただきまして、行政の総点検するための施策という、そういう観

点から、その本文につきまして３行追加を、挿入をさせていただきました。上から５行目、

「また」というところからですが、「また、少子高齢化や経済の低迷により厳しい財政運営

が予想されるため、従来の施策・事業等行政全般にわたり抜本的な見直しを行い、新しい

時代にふさわしい簡素で効率的な行政システムを再構築し、行財政基盤の強化を図ります」

というような表現をしております。それから、下の方で施策名と事業一覧の方ですが、新

町発足後も行革が待ったなしで進めなくてはならないというところから、①の行政改革の

推進の主要事業の部分に、「行政改革実施計画の策定」ということで挿入をさせていただい

ております。 

 以上で説明を終わります。 

 

○井上（一）委員長 説明が終わりました。 

 質疑はありませんか。 

               

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 質疑ないようですので、８のところ、説明のあったとおりに承認し

ていただきたいと思います。 

 区切って質疑をお願いしたわけですけども、それぞれ承認されましたので、協議第６号、

新町のまちづくり施策についてを確認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 それでは、確認されました。 

 次に、協議第７号、公共的施設の統合整備についてを議題とします。 

 事務局、説明をお願いします。 
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○藤原事務局長 １８ページをお願いしたいと思います。協議第７号、公共的施設の統合

整備について。新町の公共的施設の統合整備について協議する。 

 １９ページ、Ⅴの公共的施設の統合整備でございます。公共的施設の統合整備について

は、地域の特性や広域的位置付けと役割分担を考慮し、施設機能の拡充や相互補完を行い、

適正な配置、整備を進めることとしますが、住民の利便性、地域バランスの確保について

十分に配慮し、住民生活に急激な変化を及ぼさないよう、段階的な調整を行うとともに、

財政計画により、健全な財政運営を図りながら、計画的に進めていくことを基本とします。

以上でございます。 

 

○井上（一）委員長 説明が終わりましたが、質疑ございませんか。 

 どうぞ、石垣委員。 

 

○石垣委員 村岡の石垣です。これ、総体的な表現でまとめておられる。公共的施設とい

う範疇の問題があろうかと思うんですが、例えば私ちょっと気になるのは、第三セクター

はどうなるのか。これも公共的な役割があるということで、恐らく第三セクターというの

が、かつての経済成長時期にあちこちでつくられたという歴史があるんですが、現在、国

の方でも全国的に市町が経営しとる第三セクターは非常に赤字が多い。これを今後どうす

るのかという。これ公共的施設に入るのかという問題もあろうかと思うんですが、現在こ

の３町の中で公共的、そういう第三セクターがどの程度あるのか、その辺の資料も提示は

していただいてないんですが。それと町が経営しておる収益的な事業もあります。 

 そういうものをこの合併ですぐ整理することは非常に無理な話であろうと思うんですが、

将来に向かって、これも何らかの形でそれぞれの地域で自立できるような取り組みが、是

非必要だなというふうに思うわけです。だから、同じような中身の施設でも、もう既に地

域で取り組んで立派に経営しとる施設もありますので、その辺を今後どうしていくのか。

赤字が出たら町におんぶにだっこということは、恐らく今後非常に課題、問題を残してい

くというふうに思います。合併する以上はスリム化して、そういうようなものはそれぞれ

の地域で積極的に健全運営に取り組んでいくということが一つの大きな、また大事なこと

であろうというふうに思うんです。 

 そんなものがこの公共的施設の中に入るのか、その辺の事務局の見解をお聞きしたいん

ですが、確かにそういうことは全国的に、最近、国の方でも問題視しておりますし、当然

- 31 - 



 

の問題であろうというふうに思いますけども、これを何年を目途に、そういうものもきち

っとした自立的な経営に向かっていくということが、将来、町の健全経営の上で大事じゃ

ないかなというふうに思っておるところです。私の一私見ですけども。以上です。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 最初に出ました三セクの関係ですけれども、公設民営ということになり

ますと、公共施設に当然なります。ですけれども、何が何でも全部統合ということではな

しに、その辺は十分経営的な観点も含めながら、最終的には調整を図らなければいけない

というふうに考えておりますけれども、具体的に言いますと現在の三セクの関係につきま

しては、３町の事務事業の一元化の中での調整もさせていただくことにしておりますので、

その辺で現在はまだ結論出ておりませんけれども、いずれ調整を図っていくことになろう

かというふうに思っております。 

 基本的な考え方としましては、３町それぞれ同じような施設があることが住民にとって

は、最寄りにあることが即便利であるという捉え方もできるんですけれども、こういった

財政状況が厳しい中にあっては、今言われましたような合併ということを捉えますと、ス

リム化ということも当然考えていくような施設も出てこようかと思います。基本的にはそ

ういった考え方をしなければいけないというような御認識がいただければというふうに思

っております。 

 

○井上（一）委員長 谷渕委員。 

 

○谷渕委員 村岡町の谷渕です。私はちょっと公共的という意味が多少外れているかわか

らんですけど、少子化のため児童数が減っていって、小・中学校の統合等をどのような考

え方を持っているのか。あるいは幼保一体化の関係はどう考えているのか。これらを各町

ともそれぞれあると思うんで、わかっている範囲、あるいは公共的事業と捉えているかど

うかも見解をただしまして、学校統合の問題、あるいは幼保一体化の問題をちょっとお聞

きしてみたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 
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○藤原事務局長 ここでは施設のことを言っておるわけでございますけれども、そのこと

からすれば、現在、そういったこの合併ということを捉えての具体的な議論といいますか、

調整は今のところは致しておりませんけれども、学校の関係で言いますと、今、学区制と

いいますか、その辺では事務事業一元化の中では調整が図られておりますけれども、今御

質問のありましたのは、幼保の一元化でありますとか学校統合ということについては、ま

だ具体的にはちょっと触れておらないという状況でございます。 

 

○井上（一）委員長 よろしいですか。 

 他に質疑はありませんか。 

 中村委員。 

 

○中村（曉）委員 香住町の中村です。先進地の養父市、それから篠山市の資料を我々い

ただいておりまして、公共施設等の統合整備、同じようにそのあたりのところを先進地が

御検討されておりまして、我々の地域からしたら、新町の庁舎等検討小委員会の中でも支

所並びに分庁というようなことが出ておりまして、そのあたりの機能整備というふうなと

こらあたりに入るんじゃないかなというふうに思いますけれども、先進地では住民への行

政サービス機能をきちっと担ってやってほしいというような文言が入っておったり、また、

ここのところ電子自治体というようなことを叫ばれておるわけでして、この３町におきま

しても電算処理を統合しようというふうなこともあるわけでございますし、またインター

ネットでオンラインによるネットワーク化だとかというふうな計画もあるんじゃないかな、

また必要ではないだろうかなというふうな感じがしておりますけれども、そのあたりのと

ころを特別に明記をされてない理由があるのか、明記しない理由があるのか、先進地もそ

ういうようなことで上げておるんだけども、この３町については必要がないのかお聞きを

したいというふうに思っておりますし、そのようにすべきじゃないかなというふうに思い

ます。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 特に明確に表現することが、どなたがご覧になっても、新しい町の体制

としてはこうなんだなということがわかろうかと思いますけれども、あえて先進地を参考
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にしながら、それを十分理解する中で、ここには上げてないという特別な意はないんです

けれども、３町のこの項には、今言われたようなことについては記載してないのが事実で

あります。 

 具体的に申し上げますと、委員さんの御理解がいただければというふうに思うんですが、

今、中村委員から出ました養父市の例でいきますと、例えば、また合併に伴い、支所とな

る旧役場庁舎については地域局として整備し、地域の活性化に取り組むとともに、住民へ

の一定の行政サービス機能を担うものとする。なお、オンラインによるネットワーク化な

ど、電子自治体づくりを進め、住民の利便性の向上と行政運営の合理化、迅速化を図るも

のとする。 

 この３町の新しいまちといたしましても、当然こういった考え方の基で進むわけでござ

いますので、もし、こういったことも記載すべきだというような御意見がございましたら、

改めて、この文言をまた整理した上で入れさせていただくこともやぶさかではないという

ふうに考えます。 

 

○井上（一）委員長 よろしいですか。 

 

○中村（暁）委員 やぶさかでなければ入れるべきじゃないかな。 

 

○井上（一）委員長 どうぞ。 

 

○村瀬委員 これ、都市基盤整備の中で情報通信体系の整備ということの中で、一応地域

公共ネットワークの整備とか、地域情報化計画の策定ということの中で謳われてるんです

ね、広義な意味で。 

 

○藤原事務局長 参考にちょっと御説明させていただきますと、今、村瀬副委員長が申さ

れましたのが１１ページの（６）の情報通信体系の整備のところで、この地域情報化計画

等の関係が謳われております。それから、１７ページの８の行財政基盤の強化の一番下の

表の中の主要事業の概要で、３番目に支所機能の充実とネットワークの強化というような

ことにも触れておるわけでございますけれども、これらを総体的にお考えいただく中で、

御判断をしていただければというふうに思いますけれども。 
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○井上（一）委員長 事務局の説明がありましたけど。 

 

○村瀬委員 わかりました。具体的に上げていただいたもので、私は結構です。 

 

○井上（一）委員長 よろしいですか。 

 他にございませんか。 

                  

〔質疑なし〕 

 

○井上（一）委員長 では、協議第７号は、確認することに決定してもよろしいですか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 続きまして、協議第８号、財政計画について、事務局より説明させ

ます。 

 

○藤原事務局長 それでは２０ページをお願いしたいと思います。協議第８号、財政計画

について。新町の財政計画について協議する。 

 ２１ページ、Ⅵ、財政計画。財政計画は、新町が長期的に健全な財政運営を構築するた

め、合併による歳出の削減効果、新町まちづくり計画に必要な経費等を反映させ、普通会

計（平成１５年度決算）ベースで作成するものとします。 

 １の歳入。（１）として地方税。地方税は現行の税制度を基本に、従来ベースの歳入を見

込みます。（２）の地方譲与税。過去の実績に基づき、従来ベースの歳入を見込みます。（３）

の地方交付税。現行の交付税制度を基本に、普通交付税の合併算定替えにより算定すると

ともに、特別交付税の合併支援措置を見込みます。地方債の元利償還金に係る交付税措置

については、既発債、及び今後見込まれる合併特例債等の元利償還金の動向を反映します。

（４）の分担金及び負担金。過去の実績に基づき、事業実施の動向を勘案し見込みます。

（５）使用料及び手数料。過去の実績に基づいて見込みます。（６）国県支出金。一般行政

経費分は、過去の実績等により算定し、普通建設事業に係る部分については新町まちづく

り計画の事業分を考慮して見込みます。（７）繰入金。年度間の財源調整のための財政調整
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基金やその他の基金を見込みます。（８）地方債。新町まちづくり計画の事業に伴う合併特

例債、過疎債、通常債等、また現行の地方財政制度を基本に、減税補てん債、臨時財政対

策債を見込みます。 

 ２の歳出でございますが、（１）で人件費。合併による特別職、議会議員数の減少、また

新町において定員適正化計画を策定することにより、定員管理の適正化を図り、合併後の

退職者の補充を抑制するなど、一般職の職員数の減少を見込みます。（２）物件費。合併に

よる経費削減効果と物件費を抜本的に見直すことにより、経費削減を図り、必要額を見込

みます。（３）維持補修費。過去の実績に基づき必要額を見込みます。（４）番の扶助費。

若干御訂正をお願いしたいと思います。「各種事務事業を」、「の」を「を」に御訂正をお願

いします。見直すことにより、経費の削減を図り必要額を見込みます。もう一度申し上げ

ます。各種事務事業を見直すことにより、経費の削減を図り必要額を見込みます。（５）の

補助費等でございますが、補助費等については、事業実績や行政効果を再精査し、整理統

合やそのあり方を検討するなど、抜本的な見直しを行うことにより、経費の削減を図り、

必要額を見込みます。（６）公債費。合併前に借り入れた地方債に係る償還予定額と、合併

後の新町まちづくり計画の事業等に係る地方債の新たな借り入れに係る償還額を見込みま

す。（７）繰出金。下水道、国民健康保険、介護保険事業などの特別会計への繰出金につい

ては、料金改定等、歳入を見直すことにより、繰出金を抑制しその必要額を見込みます。

（８）投資的経費。新町まちづくり計画の主要事業及びその他の普通建設事業を、年度間

のバランスに配慮し見込みます。（９）その他。過去の実績に基づいて見込みます。 

 以上が財政計画を策定します上での基本的な考え方でございますけれども、現在、既に

県の本庁とのヒアリングを３回終えとるわけでございますけれども、そのことは今朗読い

たしましたような基本的な前提条件に沿った形で計画をつくっておりますので、念のため

申し添えておきたいというふうに思います。 

 なお、２２ページの次に参考資料１ということで、県との協議及び各事務事業の調整と

合わせて、数値が確定次第全体会議にて協議しますということで、歳入歳出の１０カ年の

財政計画を上げておりますけれども、これにつきましては事業費ベースで最終的にはお示

しをさせていただくことになろうかというふうに考えております。以上でございます。 

 

○井上（一）委員長 説明が終わりました。 

 質疑はございませんか。 
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 谷渕委員。 

 

○谷渕委員 村岡町の谷渕です。財政計画の（８）のところに地方債がありますね。この

中で、過疎債というのがありますわな。この過疎債については、前期５カ年はもう既に計

画してあのものになってますわな。次の５カ年を来年にはもう議決してしなきゃいけない

ということになっとるわけですが、その辺のところはどういうふうな考え方で過疎債につ

いて新町として取り組んでいくのか。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 過疎債につきましては、今、谷渕委員から御質問がございましたが、実

は３町合併しますと、香住町も含めた中での過疎地適用になります。それで、後期の５カ

年といいますのが１７年から２１年までということになるわけでございますけれども、そ

の計画は、この１６年度中に３町それぞれで計画を立てます。それは当然３町一本のもの

に最終的には調整するわけでございますが、それを新しいまちの議会で議決していただく

ことに事務手続上はなるように現在聞いております。以上でございます。 

 

○井上（一）委員長 谷渕委員。 

 

○谷渕委員 その辺で多少失礼な言葉が出ると思うんですけど、私たちは過去、過疎地で

あるから過疎債を利用して町づくりを進めてきておる問題点があるわけですね。新たに今

度は香住町が入るわけですね。その辺の配慮は十分やっていただかなかったら、旧過疎町

の、過去それぞれの町が１０年計画を出してた計画書とずれ込む場合があるし、また違い

が生ずると思うんですが、その辺はどういうふうに考えておられるのか。何も２町にして

くれと私は申し上げてません。ただ、その辺の計画も十分配慮の中に入れていただけます

かという。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 配慮といいますか、要するに過疎債にしましても特例債にしましても、
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現在の起債の中では最も有利な財源でございますので、その事業の選択によりまして、財

政運営上、どの地方債を充てた方がその町にとって有利だということから考えますと、こ

れは村岡町の事業だからよし、そうじゃないからだめというようなことではなく、事業の

優先順位を決めた中で有利な財源を充当していくというのが、基本的な考え方としては必

要じゃないかというふうに考えております。 

 

○井上（一）委員長 他にありませんか。 

 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。２２ページの（８）投資的経費、この中で、新町

まちづくり計画の主要事業及びその他の普通建設事業を、年度間のバランスに配慮し見込

みますというふうにあるわけですけども、この「年度間」の次に、「並びに地域間のバラン

ス」というふうに、「地域間」を挿入していただくわけにはまいりませんでしょうか。「並

びに地域間」。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 合併しましても、３町の均衡ある発展といいますか、そういったものは

当然大事なことだと思うわけでございますけれども、この財政計画を立てます段階で、何

かの基本に基づいた形で財源を配分するような形での計画はいかがなものかなと。他の委

員さんもいろいろ御意見があればお聞かせ願いたいんですけれども、事務局といたしまし

てはそういうふうな考え方をさせていただいておりますが。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 ちょっと勘違いされてるようですので。私は何も構成町間のバランス

ということは言うてません。ということは、香住でも地域間があるわけ、美方町でも地域

間があるわけ、村岡町でも地域間があるわけですので。 

 それと、もう一つ関連として、１９ページの公共的施設の統合整備というところで、地

域バランスの確保について、十分に配慮しということをここでもう既に謳っているわけで
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すから、別段ここでその「地域間」を挿入してもおかしいとは思いませんけどね。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 暫時休憩。 

                  

〔休  憩〕 

 

○井上（一）委員長 それでは再開します。 

 事務局。 

 

○藤原事務局長 答弁にちょっと困惑するんですけども、最終的に財政計画を立てますと、

単年度ごとに当然その計画を立てるわけでございますけれども、ここでも一応バランスを

欠くことのないようにバランスをとってというようなことを言っておりますけれども、実

際、財政計画を見てみますと、若干、ある年には投資的経費に一般財源が回る年もあれば、

あるときには余り投資的経費に一般財源が回らないような年も現実あるわけでございまし

て、そういったことが現在の状況ではあるわけでございますけれども、ある姿としては一

定の財源が確保できるような計画ができれば一番いいわけですけれども、現在のところは

そういうふうになってないのが現状でございます。そういったことで、事業のバランスに

つきましても優先順位、それから緊急度、必要性等いろんな観点からの優先順位をつける

中で、財政状況を勘案しながら、その年々に事業執行をしていくわけでございますけれど

も、それがバランスがとれる格好になるのかならないのか、財政運営上、ちょっと何とも

言いがたい今の心情でございます。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 当然年度によって、その投資的経費へ充当する一般財源の多少という

のは、当然これはあるわけです。ですから、これは年度間のバランスということになるわ

けですので、じゃあ、逆に地域間、並びに地域間を入れられない理由というのを私が理解

できるように説明いただけますか。 
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○井上（一）委員長 事務局。 

 幹事長。 

 

○大幹事長 局長に代わりまして御説明申し上げたいと思います。 

 局長、今、説明申し上げましたのは、あくまでこの財政計画を立てる上でのことを言っ

ております。ここにも書いてありますように、資料をご覧いただいたらわかるんですけど

も、この資料の一番上から３行目ですけども、投資的経費については、歳入から人件費、

公債費、その他を差し引いた額を計上しており、個々の事業を積み上げたものではないと

いうことをあえてここに記入をしております。従って、平成２０年度にはどこどこ町のこ

の事業とどこどこ町のこの事業、どこどこ町のこの事業と積み上げて、はい、この計画が

できているという、そういう性格の計画ではないんです。あくまで歳入歳出を差し引きし

た額で、投資的経費にその年度に幾ら回るか、回せるかということをこの財政計画上では

あくまで言っておるわけでして、当然、執行の段階になりますと、今、中村委員言われま

したように、地域のバランスというのは当然当たり前のことでありまして、それを斟酌し

て、時の首長が事業執行を行うということはもうごくごく当たり前のことだというふうに

考えております。 

 くどいようですけども、財政計画というのはそういうことで、一つ一つ事業を積み上げ

ていませんから、この上では各町のバランスということについては余り必要ない。他の経

費についてはすべて同じであります。人件費は、例えば美方町が幾ら、香住町が幾らとい

うような積み上げをやっておりませんし、すべての項目について基本的には同じだという

御理解をいただいたらいいかと思います。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。確かに人件費、物件費が地域間のバランスという

ことはこれはあり得ないことです。それと、助役のおっしゃるには十分理解できるんです

けども、殊さら挙げるまでもないということなら、じゃあ、別に挙げてもいいんじゃない

かということになりはしないかという思いなんです。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

- 40 - 



 

 ちょっと打ち合わせしますので、暫時休憩します。 

                  

〔休  憩〕 

 

○井上（一）委員長 それでは休憩を閉じて再開します。 

 ただいまの地域間という言葉を入れるかどうかという問題については、委員さんの御意

見を聞いていただきたいというのが事務局の考えのようですので、御意見をお伺いしたい

んですが。 

 上田委員。 

 

○上田委員 香住の上田です。今の委員長の発言を聞いておりますと、委員会で聞いて、

委員がそうせということであれば入れてもらえるということは、入れてもそう差し支えが

ないというふうに私は受けとめておりますので、先程中村委員が言われたような字句をこ

こに入れるということにしていただければ問題ないというふうに思いますので、意見とし

て申し上げておきます。以上です。 

 

○井上（一）委員長 他に。 

 

○本城委員 賛成。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○柴崎委員 香住の柴崎です。今、中村委員さんのおっしゃっていることはそのとおりで

して、私はこの財政計画という、今ちょっと見せていただきますと非常に事務的な感じが

してならんのですが、基本的にこの合併というものを目前にして、いずれにしても従来の

発想ではもうこの財政というのは成り立たないというのが基本にあると思うんですね。そ

のことを先程の１７ページの行政基盤の強化というところにも書いておりますけれども、

ダブるかもわかりませんが、この財政計画の前段として、私は相当の覚悟を決めて財政の

計画というのは立てないといかんというふうに思っております。いずれにしても、人件費

にしましても、それから病院の問題にしても、先程石垣さんおっしゃってた第三セクター
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の問題にしても、あるいは補助金の問題にしても、今までの発想ではもうどうしようもな

いような状況まで来ているという意味からおきまして、発想の転換を図るぐらいな覚悟で

財政計画をやらないかんというような考え方をこの前段に持ってきて、そして、先程中村

さんがおっしゃったようなバランスの問題も当然必要なことだろうというふうに思います

から、そういう基本的な考え方を前段に持ってくると同時に、先程のようなことも入れな

がら、まとめていただけないかなというふうに思うんです。 

 私は人件費の問題一つにつきましても、１０年間で減員というのは自然減しかないわけ

でありまして、合併の効果が出てくるのは５年ぐらいたたないと出てこないという状況で

あります。民間ならばこんなものは１年か２年でやらんと間に合わないわけですね。ただ、

こういうふうな行政ということで時間がかかってしまうということですから、これはなか

なか合併の効果が出てこない。しかし、それでは待てないと思います、私は。だから、例

えば人件費あるいは病院の問題、そういうお金を一番必要なところ、そういうところにつ

いては腰を入れて取り組むようなプロジェクトというんですかね、本気になってやるよう

な仕組みを考えていかないかんだろうなというふうに思うわけでございまして、ただ、こ

こに書いてある歳入から歳出までの何項目かだけではとても処理し切れない、クリアでき

ないというふうに思うわけでございます。 

 そういう意味で、事務局の方でそんな考え方を盛り込んでいただくような前段を考えて

いただければありがたいなというふうに思うわけです。以上です。 

 

○井上（一）委員長 他に御意見ありませんか。 

                  

〔質疑なし〕 

 

○井上（一）委員長 それでは、地域間ということを入れていただくということで御理解

をいただきたいと思います。 

 今の柴崎委員の言われた趣旨のことをどう盛り込むかという問題があるわけですけども、

そのことも御理解いただけますか。（「はい、いいと思います」と呼ぶ者あり） 

 じゃあ、ちょっと事務局。 

 

○藤原事務局長 大方の委員さん御異議がございませんので、そういった方向に考えてい
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きたいと思うんですが、事務局としてちょっと要らぬ心配なんですけれども、特にこの投

資的経費のところで地域間のバランスというようなことの文言を入れることよりも、財政

計画全般といいますか、歳出全般といいますか、その中で総体的な考え方の基にそういっ

た地域間のバランスも考えるような文言を入れるようなことも一つの御提案として申し上

げたいというふうに思いますけれども、その辺も合わせて御指摘いただければ、また考え

させていただきたいと思いますけども。 

 

○井上（一）委員長 はい。 

 

○柴崎委員 その考え方でいいと思いますので、投資的経費だけじゃなくて、いろんな意

味でのバランスということで、広く使えるように考えていただければいいんじゃないかと

いうように思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局の説明、よろしいですか。 

 はい。 

 

○本城委員 美方の本城です。今、柴崎委員さんの言われた、いわゆる全体的に見て地域

バランスということはこれも必要だとは思うんですが、私が考えるのでは、この投資的経

費というものは非常に大きいんですよ、他のものから比べてみると。やはり、ここにはき

ちっと地域間バランスということは入れておいていただかないと、私は無理だなというふ

うに思うんですけどね。 

 

○井上（一）委員長 中村委員。 

 

○中村（治）委員 美方町の中村です。私があえて投資的経費の中で地域間バランスと申

し上げたのは、まちづくりでしたかね、いつか、過去５カ年の、１０年度から１４年度ま

での普通建設事業の決算状況を資料提示をしていただいたことがあるわけです。それを見

ていただきますと、構成３町、今、私は構成３町間ということは申しません、あくまで地

域間ですけども、構成３町の普通建設事業の割合はそう大変わりはしないんです。当然事

業をたくさんやれば、一般財源がない限り、これは借金に頼らざるを得ない、これは当然
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のことです。ただし、その起債残額がどれだけあるのかということよりも、むしろその起

債の中に占める一般財源の割合がどうかということが問題であろうかと思うわけです。で

すから、この投資的経費の中で地域間と申しましたのは、構成町間とまでは言いません。

構成町の間でもいろいろ過疎化現象の進んでおるところもあるわけですので、ですから、

私はこの投資的経費の中で地域間ということを入れていただきたい。これは私の希望です。 

 

○井上（一）委員長 他にはございませんか。 

                  

〔質疑なし〕 

 

○井上（一）委員長 それでは事務局の考えもありましたけども、先程から問題になって

おります、投資的経費の中にも地域間のバランスに配慮をしてという、そういう形でよろ

しいですか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 御異議がないようですので、そういうことでお願いしたいと思いま

す。 

 柴崎委員の言われたことにつきましては、また。 

 事務局。 

 

○藤原事務局長 柴崎委員の御発言の関係につきまして、もし、この場で他の委員さんの

御理解がいただけるようでしたら、事務局として、そのような財政計画の前段の文章を考

えさせていただきたいと思いますが、それはきょうできましたら御確認いただいた上で、

最終的なまちづくり計画のまとめの段階に、そういった文章に直させていただくというこ

とにさせていただければありがたいです。きょう確認していただきますと、次回の小委員

会の予定を今のところ考えておりませんので、その辺の御理解がいただければというふう

に考えております。 

 それで、事務局としてといいますか、幹事長等とも御相談する中で、実は財政計画の関

係につきまして、当然この小委員会の中でのお仕事になるわけでございますが、メンバー
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的に考えますと、後町長さん方３人さんだけが、この会のメンバーにおられないわけでし

て、財政計画については全体会の中でお示しをさせていただくことがよいかなというふう

に思うんですが、その辺をもし了解していただければ、先程申し上げられました関係も小

委員会、きょうが最後になりますんで、合わせて御理解をいただくようなことをお願いを

申し上げたいと思いますけども。 

 

○井上（一）委員長 吉田委員。 

 

○吉田委員 美方町の吉田です。今、小委員会が最後だというふうに言われたんで、ちょ

っとお聞きしたいなと思うんですけれど、基本的には全体会でという、要するに首長がお

る中での調整というものが必要だということはかねがねからこの委員会でも言っておりま

したし、先程谷渕委員の方から過疎計画の関係も言われていまして、現実、きのう、過疎

計画の支部の総会がありまして出た段階で、基本的に合併しないところは、もう６月の下

旬あたりに国、県との方針が出て、その間、多分１２月ぐらいまでには議決という形にな

ってこようと思うんですけれど、我々のところに合わせますと、４月１日合併予定の場合

には、このまちづくり計画を中心にしながら、最終的には４月ぐらいまでにはもうある程

度の素案をつくって、それを県との協議をしながら最終、新しい、今のところでは議会な

わけですから、そこに議決をもらうというスケジュールが示されているような形があるわ

けです。 

 と申しますと、逆に今度は、今、３町がおる中で過疎計画をそれぞれの調整をしながら

つくっていかなければならないという状況が出てくるわけですね。そうしますと、先程谷

渕委員は、正直に申しまして、２町ではあるけれど、香住には過疎計画というものはない、

その中で事業の張りつけと優先順位とを決めてこなければそういう計画も立ててこられな

いと、このように思いますし、それをどのような、例えば極端に言えば香住町さんが考え

られている事業を過疎計画に上げてこないと過疎債も使えないということになってくるん

で、その辺の調整等を、基本的には新町では間に合わないと、このようなスケジュールに

なっているんで、そうしますと、今おる３つの首長がおる中で、その辺の優先順位や、こ

れを過疎事業に上げていこうというふうな形での発想になってこようと思うんで、そうい

うことを考えたら、全体会でするのもいたし方ないのかなというふうには思うんですけれ

ど、ここに参考資料１に書いてありますように、県との協議及び各事務事業の調整と合わ
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せてと、この辺が今言った前段の部分になってこようと思うんですけれど、そういうこと

を合わせた形で全体会に諮っていくということを言われているのかどうか、その辺を確認

したいなと思うんですが。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 今、吉田委員がいろいろ過疎計画やら財政計画の関係言われましたけれ

ども、まさしくそのとおりでございまして、財政計画も、できましたら、次回の全体計画

ぐらいに１０カ年計画あるいは１６年計画の単年度のものをお示しができるようなことで、

町長会との調整をさせていただこうかなと。ただ、この７月の本算定がございますので、

その数字を置きかえての最終的な財政計画になりますから、どのタイミングで出すことの

方がいいのか、その辺の判断をまたこちらの方でもさせてもらいたいと思うんですが、今

後のスケジュールとしては、７月の本算を終えた後に最終的な計画が出ますので、それま

でにするのか、本算が出てからするのか、その辺ちょっと調整は要りますけども、基本的

には次回の全体会の中でお示しさせていただくことの方が、効率的にも事務的に考えまし

てもよろしいかなというふうに考えておりますので、御理解をいただければと思います。 

 

○井上（一）委員長 吉田委員。 

 

○吉田委員 美方の吉田です。基本的には全体会で話しする方がいいと、このように認識

していただきたいと思うんですが、今、言われたような形で、地域間のバランス等も考慮

するというふうな文言も入れてくるということになれば、先程私がこだわった最重点課題

ですか、あの辺もどうなるのか。逆に、数字的にはコンクリートされておるものではない

と、このような話も出ましたし、それぞれが出されたとりあえず課題だという認識に立っ

た場合に、それが本当にある面ではコンクリートされてこなければならないと、このよう

に思うわけです、最終的には。そういうことを考えて、また過疎債との関係も考えた場合

に、事務的なことはよくわからないんですけれど、次回お示しになさるわけですね。本当

にできるのかなという思いもあるんですけど、かなりの調整等が必要じゃないかなと私自

身は素人なりには思うんですが、それができるなら結構かとは思うんですが。というのは、

庁舎との絡みもありますしね、そうしますと。全体会を取り持つ議長としては、ちょっと

- 46 - 



 

できるんかいなという疑問も非常に思うんですけれど、その辺十分に考えていただきたい

なと、このように思います。 

 

○井上（一）委員長 事務局。 

 

○藤原事務局長 財政計画も、いずれにしましても県との最終的なヒアリングといいます

か、最終的にはもう７月中に固めなければ県の議会等の関係も間に合いませんので、スケ

ジュール的には７月中に財政計画はまとまるという手はずで今考えております。 

 それから、先程３つの事業がコンクリートされてないというようなこともあったんです

けれども、少なくとも庁舎の関係、名称は関係ない、直接関係ないんですが、７月、その

頃には大方一定の方向性が見えるんじゃないかというふうに期待もいたしておりますし、

そういうことになれば財政計画も自ずとある程度の最終的な数字に固められるというふう

に思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 

○井上（一）委員長 そうしましたら、いろいろとまだ課題もあり、宿題もあるわけです

けども、一応、８号議案、財政計画について確認したということにさせていただいてよろ

しいでしょうか。 

              

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

 

○井上（一）委員長 それでは、そういうことにさせていただきたいと思います。 

 事務局の説明がありましたように、まちづくり委員会は本日で終了ということのようで

す。大変いたらない形でしたけども、御協力いただきましてどうもありがとうございまし

た。本日の予定しておる議案は終了しましたので、これで終わりにしたいと思います。 

 事務局長。 

 

○藤原事務局長 長時間御協議ありがとうございました。 

 そういったことで、多分、きょうで小委員会の会議は終わりになろうかと思っておりま

す。今日まで確認していただいた内容を、新町まちづくり計画として一つの計画にまとめ

て、次の全体会に出すわけでございますけれども、小委員会にまとめていただいた内容の
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ものを、３町長さんに報告させていただきます。その中で、３町長さんの新町に対する多

少の思いもあろうかと思いますので、若干、そういうものが中に入ってくることも予測さ

れますので、その辺の御理解をお願いしたいと思いますし、それと、庁舎が現在まだ最終

的にどこの場所になるかは決まっておりません。従いまして、決まった暁には、そのあた

りの新町のまちづくり計画そのものに対しても、その庁舎の考え方といいますか、まちづ

くりとリンクしたような形での記載も必要になってきますので、そのことも多少、これま

で確認していただいた内容に追加されるといいますか、若干、そのことも触れてくるとい

うことを御理解いただきたいというふうに考えますので、よろしくお願いいたしたいと思

います。 

 

○井上（一）委員長 村瀬委員。 

 

○村瀬委員 何か最後に締めろということでございますので、全く予定していなかったわ

けですけれども、新町まちづくり計画の検討小委員会ということで第６回を数えたわけで

すが、途中、美方町の町長選の絡みで十分時間が費やせなかったということの中で、皆さ

んの思いがどれだけ反映できたのか、本当な疑問な部分も多々あろうかと思います。しか

し、１７年度の合併を目途に、いろんな小委員会の中で、これからますますいろんな考え

方がいわゆる交錯するというふうなことになろうかと思いますが、最後一つになって一致

団結をした中で、この３町が将来他の町に負けないような立派な町になるべく、それぞれ

の委員さん、これから先も力を合わせて協議に臨んでいくということをこの場をおかりし

ましてお誓いを申し上げて、この新町まちづくり計画の委員会を終了したいと思います。

どうも長い間御苦労さまでございました。どうもありがとうございました。 
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